
               合同会社ＴＥＲＡ-ＬＩＮＫ定款 

 
第１章 総則 
 
（商号） 
第１条 当会社は合同会社ＴＥＲＡ-ＬＩＮＫと称する。 
 
（目的） 
第２条 当会社は次の事業を行うことを目的とする。 
 １．ウェブサイトの企画、制作、運営及び保守管理に関する業務 
 ２．寺院向けホームページの制作及びデジタルコンテンツの提供 
 ３．グラフィックデザイン、印刷物の企画、制作及び販売 
 ４．寺院における事務業務の受託（寺務代行） 
 ５．僧侶の紹介及びマッチングに関する業務 
 ６．介護サービス事業所の開設、運営及びそれに付随する業務 
 ７．介護サービスに関するコンサルティング業務 
 ８．インターネットを利用した情報提供サービス及び各種商品の販売 
 ９．セミナー、講演会、研修会等の企画及び運営 
 １０．経営、広報、ＩＴ導入等に関するコンサルティング業務 
 １１．不動産の賃貸、管理及び利用に関する業務 
 １２．前各号に附帯関連する一切の業務 
 
（本店所在地） 
第３条 当会社の本店は三重県桑名市大字福島３４２番地に置く。 
 
（社員） 
第４条 当会社の社員は次のとおりとする。 
 氏名：飯田弘登 
 住所：三重県桑名市大字福島３４２番地 
 
（出資の価額） 
第５条 社員の出資の価額は金５００，０００円とする。 
 
（代表社員） 
第６条 飯田弘登を代表社員とする。 
 



（業務執行） 
第７条 代表社員は当会社の業務を執行する。 
 
（公告の方法） 
第８条 当会社の公告は電子公告により行う。 
 
（事業年度） 
第９条 当会社の事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
附則 
 本定款は、会社の成立の日から施行する。 


